
「root café」ワークショップ利用規約 

 

「root café」ワークショップ利用規約（以下「本規約」という。）をご遵守いただき、健

康カフェ「root café」が沿線のお客様をサポートする健康情報の発信拠点となるよう、ご

協力をお願いいたします。 

 

１．利用申込 

本規約をご確認いただき、利用申込書に必要事項をご記入のうえ、メールにてお申し込み

ください。「root café」にてお申込内容を審査した後、ご利用の可否を連絡させていただ

きます。なお、「root café」はご利用をお断りする場合の理由を説明する義務を負いませ

ん。 

 

２．利用上の注意 

1) ご利用の際の告知、参加者の募集、申込受付、受講料・教材費等の徴収は、すべて利

用者の責任のもと運営をお願いいたします。 

2) ご利用中（準備・撤収を含む）は、「root café」及び「阪急三番街」の来場者の妨げ

にならないようにするとともに、「root café」の指示に従ってください。 

3) ご利用中（準備・撤収を含む）に生じた盗難・紛失、事故・けが、その他第三者との

トラブル等について、「root café」は一切責任を負いません。  

4) 火災・その他の災害発生に備え、避難経路・消火器等は事前に必ずご確認ください。 

5) 「root café」内は全て禁煙です。  

6) ご利用後は清掃を行い、ゴミは各自でお持ち帰りください。 

7) 「root café」の内装・外装、設備、備品等を破損・汚損滅失した際には原状回復に伴

う実費を請求させていただきます。 

8) 看板・ポスター・チラシ等の掲示は、あらかじめ「root café」の承認を必要とし、所

定の場所にお願いいたします。 

9) 「root café」の名称等が公示される告知物（TV、新聞、ホームページ等を含む）があ

る場合は、事前に必ず「root café」の承認を得てから行ってください。 

10) 「root café」の承認なしに、配布宣伝・寄付行為・録画・録音・撮影等は禁止いたし

ます。 

11) 利用者及び参加者等に対して、「root café」のよりよい運営を目的としたアンケート

をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。 

 

３．利用制限 

次の各号に該当する内容のご利用はお断りさせていただきます。 

1) 「阪急三番街」の来館者を含む不特定多数の顧客を対象とした物品販売、サービス提

供、勧誘行為等を目的にしたもの（受講料・教材費等の徴収を除く） 

2) 法律に反するもの 

3) 公序良俗に反するもの又は善良な風俗を乱す恐れのあるもの 

4) 宗教的・思想的・政治的な勧誘・集会又はこれらに類するもの 



5) 商標・著作権等を許可なく無断で使用するもの 

6) 他人の信用を傷つけたり名誉やプライバシーを侵害したりする恐れのあるもの 

7) 連鎖販売取引又はこれらに類するもの 

8) 施設、付帯設備の破損等の恐れがあるもの 

9) 騒音、臭気、振動等、他のご利用者に迷惑を及ぼす恐れのあるもの 

10) 「root café」の運営上、「root café」が好ましくないと判断するもの 

11) その他、本規約に沿わないもの 

 

４．利用承諾取消・利用停止 

利用承諾後又は利用期間中において、次の各号に該当する事由が生じた場合は、利用承諾

の取消、又は利用承諾の取消のうえ、ご利用を停止させていただくことがあります。なお、

その際の利用者が被る損害等に対して、「root café」は一切の責任を負いません。 

1) 利用申込書と異なる内容が確認された場合 

2) 利用上、危険が予想されると「root café」が判断した場合 

3) 利用権利を譲渡、転貸した場合 

4) 「root café」の指示に従わなかった場合 

5) その他、管理上不適当と認められた場合 

6) 本規約に違反した場合 

 

５．反社会的勢力の排除 

利用者は次の各号の事項に確約いただきます。なお、利用者に当該確約に反する事実が判

明した場合には、事前に通知せずにご利用の停止を行うことができるものといたします。

この場合、利用者は利用停止により生じる損害について、一切の請求を行わないものとい

たします。 

1) 現在及び将来において、自社及び自社の取締役、監査役等の会社役員及び自社の従業

員その他自社と雇用契約を締結しているすべての者並びに主要な株主が、暴力団、暴

力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使し

て経済的利益を追求する集団又は個人ないしこれらに準ずる者（以下「反社会的勢力」

という。）ではないこと 

2) 利用内容が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと 
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